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Ⅰ．はじめに 

 

「シビル コンサルティング マネージャ資格試験」に合格された方が、「シビル コンサル

ティング マネージャ」（以下「ＲＣＣＭ」という。）となるには、シビル コンサルティン

グ マネージャ登録規則（以下「登録規則」という。）に基づき、社団法人・建設コンサ

ルタンツ協会に登録の申請をして協会に備える「ＲＣＣＭ登録簿」に登録し、登録証の

交付を受ける必要があります。 

すなわち、「ＲＣＣＭ資格試験」に合格しただけでは「ＲＣＣＭ」には成り得ず、単に「Ｒ

ＣＣＭ資格試験」の合格者であるということです。 

また、登録の有効期間を過ぎた場合も同様の扱いとなります。 
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Ⅱ．登録基準 

 

平成２２年１２月１日付けでＲＣＣＭの「登録規則」改正が施行され、登録の主要基本

条件が次の通りとなりました。 

 

１． 「ＲＣＣＭ資格試験」に合格していること。 

２． 以下の欠格事由に該当しないものであること。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人の登記がされている。 

(2) 後見の登記の通知を受けている。  

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けること 

がなくなった日から２年を経過していない者。 

３． 登録前２年の間に、ＲＣＣＭとしてふさわしくない不正や倫理に反する行為等を行っ

たことがないこと。 

４． ＲＣＣＭ資格試験合格後４年を経過した者が、新規あるいは更新の登録を行う場合は 

「ＲＣＣＭ登録更新講習」を受講し、修了すること。 

   なお、平成２２年度（平成２２年４月１日）より上記該当者は、登録申請前直近４年

間で原則ＣＰＤを１００単位取得しておく必要がある（「シビル コンサルティング 

マネージャ（ＲＣＣＭ）登録規則」を参照）。 
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Ⅲ．登録申請について 

 

１．登録の申請 

ＲＣＣＭ資格試験合格者が「ＲＣＣＭ」を称して活動するためには、(社)建設コンサ

ルタンツ協会に備えるＲＣＣＭ登録簿に登録し、「登録証」の交付を受ける必要があり

ます。 

登録証の交付を受けるためには、「ＲＣＣＭ登録申請書」及びその他必要な書類を添付

して、(社)建設コンサルタンツ協会会長（以下「協会会長」という。）宛に提出しなけ

ればなりません。 

 

２．登録及び登録証 

(社)建設コンサルタンツ協会は、ＲＣＣＭ登録申請があった方について、「ＲＣＣＭ

登録申請書」及びその他必要な添付書類の記載事項を審査し、当該申請者がＲＣＣＭ

となる資格を有していると認めたときに、当該申請者を「ＲＣＣＭ登録簿」に登録し、

「ＲＣＣＭ登録証」及び「携帯登録証」を交付します。 

「ＲＣＣＭ登録簿」に登録された申請者は、その登録日付をもって、ＲＣＣＭを称す

ることができます。 

 

３．登録申請書類等の受付及び提出 

(1) 受付時間 

登録申請書等の受付は、祝祭日を除く月曜日～金曜日の 10：00～15：00（12：00～

13：00 昼休み）の間に受け付けています。 

(2) 提出方法 

登録申請書類等の提出は、(社)建設コンサルタンツ協会・ＲＣＣＭ資格制度事務局

へ直接持参、又は郵送でお願いします。なお郵送する場合は、封筒（角２）に関係

書類を同封の上、必ず書留郵便で送付して下さい。 

(3) 提出先 

〒102-0075 東京都千代田区三番町１番地（ＫＹ三番町ビル・８Ｆ） 

(社)建設コンサルタンツ協会 ･ ＲＣＣＭ資格制度事務局 
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４．登録の有効期間 

(1) 「ＲＣＣＭ資格試験」に合格後４年以内に新規登録を行う方の登録有効期間は、試

験合格後４年間となります（本手引巻末の「初期登録と更新登録」のＣａｓｅ－１

と Ｃａｓｅ－２を参照）。 

(2) 「ＲＣＣＭ資格試験」に合格後、４年以上を経過した後に新規登録を行う方、及び

ＲＣＣＭ登録時に定められた登録有効期間を過ぎてから再登録を行う方の登録有効

期間は、試験合格日から登録を受けようとする日までの経過期間を、４で除した余

りの年数を４から差し引いた期間が登録有効期間となります（本手引巻末の「初期

登録と更新登録」のＣａｓｅ－３を参照）。 

(3) 登録の有効期間の満了以前に登録更新を行わない場合は、満了日をもって登録の効 

   力は失われます。 

 

５．その他 

(1)  登録者の氏名、勤務先名等を登録証および携帯登録証等に記載する際に使用する漢

字は、ＪＩＳ－第１標準文字および第２標準文字と致しますので、御了承下さい。 

(2)  勤務している会社等を転退職し、新しい勤務先名にてＲＣＣＭ登録申請を行う場合

は、本「手引」の１０ページに記載の『Ⅳ．その他の諸手続－２．業務廃止の届出』

の箇所を参照して下さい。 

(3)  ＲＣＣＭの試験合格番号や登録番号などの問合せは、氏名（フリガナ）、生年月日、 

   現住所、勤務先名と電話番号、試験合格部門名あるいは登録部門名を記して、必ず 

ＦＡＸ か、 Ｅ－Ｍａｉｌ にて御願い致します。 

(4)  現登録の有効期限が、各年度ごとに該当する登録有効期限年以降の場合、前倒しの登

録更新を行うことはできないので、御留意下さい。 

(5)  「ＲＣＣＭ登録更新講習」を受講修了後に、新規登録申請を行う場合の提出書類は 

   「登録更新申請に必要な書類」（６ページの７．（３）を参照して下さい）。 
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６．新規登録申請に必要な書類 

（ここでは、試験合格後４年以内の［新規登録申請］及び、登録有効期限内に転退職

等で勤務先等が変わり、新勤務先名等において新規登録申請を行う方が該当します。） 

注）試験合格後４年以上経過し、「ＲＣＣＭ登録更新講習」を修了後に「新規登録申請」

を行う方は、登録の更新申請時と同様の添付書類が必要です（６ぺージ の７．（３）

参照して下さい）。 

 

 (1) 提出書類 

① 「ＲＣＣＭ登録申請書（様式第１号）」（年月日の記入は、西暦年で記入の事） 

② 「住民票」（登録申請日の前３ヶ月以内の発行で、本人と本籍地が記載のもの１通） 

外国籍の方は、外国人登録の「登録原票記載事項証明書」（１通）が必要です。 

③ 「身分証明書」（登録申請日の前３ヶ月以内の発行のもの 1 通） 

  本「証明書」は、申請者の本籍地のある市区町村長が発行しております。なお、

発行機関に様式が無ければ、掲載の様式第３号を使用してもかまいません。 

また、本「証明書」は、外国籍の方は不要です。 

④ 「登記されていないことの証明書」（登録申請日の前３ヶ月以内発行のもの１通） 

全国の法務局・地方法務局において、発行事務を取り扱っております。    

なお、外国籍の方でも本「証明書」は必要です。また、本「証明書」の郵送によ

る申請と交付の取扱いは、下記の東京法務局のみですので、十分御意ください。 

郵送による交付申請書提出先：  

〒102-8226 東京都千代田区九段南 １－１－１５（九段第２合同庁舎） 

東京法務局 民事行政部 後見登録課 御中 

なお、申請方法、申請書入手および手数料等については、改正等が行われること

がありますので、詳細についてはホームページ等で必ず各法務局に確認下さい。  

   注）本「証明書」の詳細内容説明は、本「手引」の１２ページを参照下さい。 

⑤ 「登録証用写真」（２枚を上記 ① の申請書の２枚目に貼付のこと） 

イ．「カラー」あるいは「白黒」のもので、脱帽・正面上半身（縦３㎝×横２.５㎝、

裏面に氏名を必ず記入）で、申請日前６ヶ月以内に撮影したものに限ります。 

ロ．不鮮明なもの，スナップ写真及びサングラス着用のもの等は無効です。 

   ⑥ 「登録手数料」として、登録申請時に１部門につき２０，０００円が必要です。 

     ただし、登録有効期限内の転退職等による新勤務先名での新規登録の登録費用 

については、本「手引」の１０ページに記載の「Ⅳ．２．（２）」を参照下さい。 

  注）試験合格後４年以内および登録の有効期限内の勤務先変更等による新規登録申請

については、ＣＰＤ単位は不要です。 
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７．登録の更新について 

(1) 登録の更新の案内 

登録の有効期間が満了する前に、予め該当する登録者には登録更新の手続き及び登

録更新講習に関し、必要な事項について御内致します。 

(2) 登録の更新の条件等 

① 登録の更新を予定する者は、登録の有効期間満了の日までに、登録規則第１１条

に基づき登録の更新の申請を行わなければなりません。 

なお、この場合、登録の有効期間満了日の前１年以内の間に、協会会長が実施す

る登録更新講習を受講、修了し、所定のＣＰＤ単位を取得しなければなりません。 

ただし、受講した登録更新講習会の有効期限は、受講後１ヶ年間です。 

② 事故又は病気及び海外出張の理由により、登録更新講習を受講できなかった方は、 

イ．事故又は病気の場合は医者の診断書、 ロ．海外出張の場合は会社の責任者が

発行した証明書 を１通添付して、登録の更新の申請を行うことができます。 

③ ②の理由により、登録更新の申請を行った方は、登録更新後１年以内に実施され

る登録更新講習を受講し、修了証書の写し等を、登録更新講習会の受講後 30 日以

内に協会会長宛提出しなければなりません。 

上記証書等の提出がない場合は、登録規則第１４条第２項に基づき、自動的に更

新した登録日に遡り登録は抹消されます。 

④ 登録の有効期間を過ぎてから登録更新申請を行う場合は、「新規登録」扱いとなり、

その場合でも、登録申請日の前１年以内の間に、登録更新講習を受講・修了し、 

所定のＣＰＤ単位を取得する必要があります。 

 

(3) 登録更新申請に必要な書類 （合格後４年以上経過し、「ＲＣＣＭ登録更新講習」を

受講後に「新規登録申請」を行う方も、以下同様の書類が必要です。但し、その場

合は、登録の申請書は「新規登録申請書」(様式第１号) となります。） 

 

① 提出書類 

イ．「ＲＣＣＭ登録更新申請書（様式第２号）」（年月日の記入は、西暦年で記入の事） 

※ 「新規登録」の方は、「新規登録申請書（様式第１号）」を使用のこと。 

ロ．「住民票」（登録申請日の前３ヶ月以内の発行で、本人と本籍地記載のもの１通） 

外国籍の方は、外国人登録の「登録原票記載事項証明書」（１通）が、必要です。 

ハ．「身分証明書」（登録申請日の前３ヶ月以内の発行のもの 1 通） 

   本「証明書」は、申請者の本籍地にある市区町村長が発行しております。 

なお、発行機関に様式が無ければ、掲載の様式第３号を使用してもかまいませ

ん。また、本「証明書」は、外国籍の方は不要です。 

 



－7－ 

ニ．「登記されていないことの証明書」（登録申請日の前３ヶ月以内発行のもの１通） 

全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口において、発行事務を取り扱って

おります。なお、外国籍の方でも、本「証明書」は必要です。また、本「証明

書」の郵送による申請と交付の取扱いは、東京法務局のみですので、十分御意

ください。  

なお、申請方法、申請書入手および手数料等については、改正等が行われるこ

とがありますので、詳細についてはホームページ等で必ず各法務局に確認下さ

い。 

     注）本「証明書」の詳細内容は、本「手引」の１２ページを御参照下さい。 

ホ．「ＲＣＣＭ登録更新講習会」の修了証書の写し（１通）    

受講した登録更新講習会の有効期限は、受講後１ヶ年間です。なお、事故又は 

病気及び海外出張等の理由により、登録更新講習を受講できなかった方は、①

事故又は病気の場合は医者の診断書（１通）、②海外出張の場合は会社の責任者

が発行した証明書（１通）のどちらかの書類を必ず添付して下さい。 

ヘ．「ＣＤ－ＲＯＭ学習」の「修了証書」と同「アンケート」 

       ＣＤ－ＲＯＭに収録されている「講義－１」と「講義－２」の全「修了証書」

と「アンケート」とで、ＣＤ－ＲＯＭでの講習の「修了証書」となります。 

       なお、上記「講義－２」の専門技術における学習は、登録を申請する部門とし

て下さい。また、複数部門の登録申請を行う方は、登録を申請する全部門につ

き「ＣＤ－ＲＯＭ」での学習を行い、同「修了証書」を提出して下さい。 

上記のホ．と ヘ．を以って、「ＲＣＣＭ登録更新講習」の修了証書とします。 

ト．「登録証用写真」（２枚を イ．の申請書の２枚目に貼付のこと） 

  ⅰ．「カラー」あるいは「白黒」で、脱帽・正面上半身（縦３㎝×横２.５㎝、裏

面に氏名を必ず記入）で、申請日前６ヶ月以内に撮影したものに限ります。 

ⅱ. 不鮮明なもの，スナップ写真、サングラス着用のもの等は無効です。 

チ．「登録手数料」として、登録申請時に１部門につき２０，０００円が必要です。 

リ．ＣＰＤ取得単位数証明書 

当協会以外の団体にＣＰＤ登録された方は、必ずそのＣＰＤ登録した団体発行

の同証明書を提出して下さい。 尚、当協会にＣＰＤ登録された方は、ＣＰＤ単

位の取得承認済み記録書のコピーを提出して下さい（本「手引」の８ページの

「８．申請書等の作成（記入）方法 －（１）の ⑤ 」を参照下さい）。 
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８．申請書等の作成（記入）方法  

 ＊（年月日記入の際は、表－５ の「年換算表」を参照下さい。） 

(1) 「ＲＣＣＭ登録申請書」 （新規申請は「様式第１号」。 更新申請は「様式第２号」） 

本申請書は、以下に示す必要事項を記入し、勤務先である会社等（個人事務所を含

む）の証明権限を有する代表者から、公印（社印と役職印）で証明を受けて下さい。 

なお、申請者自身が、法人の個人事務所あるいは、法人化されていない個人営業者

の代表者である場合は、その代表者の資格において、自分自身の証明を行って下さ

い。 

① 「氏名，生年月日」 

氏名には、“カタカナ”でふりがなを附し、男女別には該当する方に○印を付け

て下さい。なお、登録証等の使用漢字については、「ＪＩＳ規格第１水準コード」

及び、同「第２水準コード」を使用しますので、ご了承下さい。 

② 「現住所及び本籍地」 

現住所及び本籍地は、都道府県から丁目，番地，号まで略さずに、住民票に記載

されている内容と同様に書いて下さい。現住所の郵便番号と電話番号（携帯電話

の番号でも構いません。）及び、現住所と本籍地の都道府県コード（表－２）は

必ず記入して下さい。 

③ 「資格試験合格年月日と合格番号」及び「資格試験合格年月日と登録番号」 

合格証に基づき正確に記入して下さい。なお、登録更新者（様式第２号）は、合

格年月日の記入欄には、携帯登録証に記載してある資格取得年月日を記入して下

さい。また、登録番号の記入欄には、現在の登録番号を記入して下さい。 

④  「登録部門コード」 

表－１に掲げるＲＣＣＭ登録技術部門の中から、登録申請する部門のコード番号

を記入して下さい。 

⑤   「ＣＰＤ登録団体名称」、「ＣＰＤ登録番号」、「ＣＰＤ取得単位数」  

      ＲＣＣＭ資格試験合格後４年を経過した方が、ＲＣＣＭの登録を申請する場合、

一登録申請部門につきＣＰＤを１００単位取得。さらに、同一年度内に１部門追

加登録申請するごとに１０単位の取得を必須（ＣＰＤ取得単位数は、登録申請前

直近４年間に取得保有しているものを有効）とします（「ＲＣＣＭ登録規則」を

参照下さい）。なお、当協会にＣＰＤ登録された方は、ＣＰＤ取得単位数の証明

書は不要 ですが、ＣＰＤ単位の取得承認済み記録書（Web 上から、同合計取得単

位数を記載した箇所の頭書のコピー１枚）を提出願います。また、他団体にＣＰ

Ｄ登録された方は、その団体発行の同取得単位数証明書を必ず提出して下さい。 

      なお、取得した同一単位を他団体と重複登録することや、それに該当する単位の

使用は認めません。 
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     注）試験合格後４年以内および登録の有効期限内の勤務先変更等による新規登録

申請については、ＣＰＤ単位は不要です。 

⑥   「現在勤務する会社等または個人事務所の名称，所在地」 

勤務先の名称、 所在地は現在勤務している本・支店、事業所等を記入して下さ

い。 

なお、個人事務所を設けていない方は、勤務先名称欄には「個人」とのみ記入し

てください。また、住所は「現住所」と同じ場合は「現住所に同じ」と記入して

下さい。異なる場合は、実際に業務している場所の住所を記入して下さい。 

⑦   「勤務先所属コード，業務コード, 年換算表」 

勤務先所属コードは表－３，業務コードは表－４, 年換算は表－５を参照の  

うえ、各コード番号あるいは暦年を記入して下さい。 

⑧   「登録手数料」 

「新規」及び「更新」とも登録申請時に、登録手数料として申請１部門に対し 

 ２０，０００円が必要です。 

登録手数料の納付方法は、(社)建設コンサルタンツ協会指定の振替用紙で払込み、

その振替払込受付証明書を各申請書に貼付し提出して下さい。 

なお、審査の結果、登録が不承認の場合は、その理由を付して当該申請者に通知

すると共に、登録手数料から返金必要実費を差し引いた額を返却します。 

注） 平成１７年４月１日より、登録の有効期限内に転退職等し、新会社等で 

新規登録申請を行う場合は、「登録証」と「携帯登録証」の発行手数料の

５，０００円 のみとなり、その場合の「登録手数料」は不要となりまし

た（本「手引」の１０ページの「Ⅳ．２．（１） と （２）」を参照下さい）。 
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Ⅳ．その他の諸手続 

 

１．登録事項の変更 

ＲＣＣＭ登録事項のうち、下記事項に変更が生じた場合には、２週間以内に協会会長

に「届出事項変更届」（太枠内の該当事項のみ記入）を提出しなければなりません。 

(1) ＲＣＣＭ登録者の氏名に変更が生じた場合は、届出事項変更届（様式第５号）に住  

   民票１通及び写真（縦３㎝×横２.５㎝）１枚に登録証及び携帯登録証を添えて、提 

出しなければなりません。 

(2) 現住所または本籍地に変更が生じた場合は、届出事項変更届（様式第５号）に住民

票１通（本籍地に変更が生じた場合は、本籍地記載のあるものを１通）を添えて提

出しなければなりません。 

(3) 社名等(個人事務所および個人事務所を設けていない個人を含む)に変更（合併、分

割による社名等の変更を含む）が生じた場合は、登録証と携帯登録証を差し換えま

すので、届出事項変更届（様式第５号）及び写真（縦３㎝×横２.５㎝）１枚に、登

録証と携帯登録証を添えて提出しなければなりません。 ただし、登録している会社

等(個人事務所および個人事務所を設けていない個人を含む)を転退職した場合は、

下記 の２．を参照して下さい。 

(4) 変更する登録部門が複数有る方は、登録番号記入枠に複数の番号を記入して下さい。 

なお、上記（１）～（４）の場合は、手数料は不要です。また、上記手続を行って

いないと、各種証明書を発行することができませんので、御意下さい。 

 

２．業務廃止の届出 

(1) 登録している会社等(個人事務所および個人事務所を設けていない個人を含む)を転

退職したり、ＲＣＣＭ業務自体を廃止、又は死亡した場合は、本人又はその相続人

若しくは法定代理人は、３０日以内に登録証及び携帯登録証を添え、その旨を協会

会長に業務廃止届出書（様式第６号）を以って、登録抹消を届け出なければなりま

せん。なお、この場合の手数料は不要です。 

(2) ＲＣＣＭ登録者が、現在登録している会社等（個人事務所および個人事務所を設け

ていない個人を含む)を転退職し、新しい会社等（個人事務所および個人事務所を設

けていない個人を含む)でＲＣＣＭを称して建設コンサルタント等業務に携わる場

合には、上記（１）の「業務廃止届出書」を提出した後に、新規に登録を行わなけ

ればなりません（様式第１号）。 

その場合、同登録の「登録有効期限内」ならば、「登録手数料」は不要ですが、「登

録証」及び「携帯登録証」の発行手数料として、５，０００円が必要となりますの 

で、新規の登録申請書（様式第１号）を請求する際には、その旨も併せ記載下さい。 
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また、上記の手続を行っていないと、各種証明書を発行することができませんので、

十分御注意下さい。 

なお、新規申請に際し、必要書類は５ページのⅢ．６．（１）を参照下さい。 

 

３．「ＲＣＣＭ登録等証明願」について 

(1) 「ＲＣＣＭ資格」の登録証明が必要な方は、「様式第７号」に必要事項を記入し、 

提出（郵送または持参）して下さい。なお、手数料および返送用封筒等は不要です。 

 

４．ＲＣＣＭ合格証・登録証・携帯登録証の各再交付申請手続 

(1)  合格証の再交付については、「合格証・登録証・携帯登録証再交付申請書」(様式第

４号）に、再交付手数料・１，０００円を添えて申請して下さい。 

(2)  登録証及び携帯登録証を汚損・紛失した場合には遅滞なく、「合格証・登録証・携帯

登録証再交付申請書」(様式第４号）に写真(縦３㎝×横２.５㎝）１枚と、再交付手

数料・５，０００円（登録証と携帯登録証の１組分）を添え再交付の申請をして下

さい。 

なお、申請は上記(1), (2) とも、当協会・「ＲＣＣＭ資格制度事務局」宛に現金書

留郵送、又は持参して下さい。 

 

５．登録の抹消 

登録者の登録が抹消される主な該当事項は、以下の通りです。 

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいてＲＣＣＭ資格試験を受験し、あるいは、登録を受け

たことが判明したとき。 

(2) 登録申請書の重要な事項についての虚偽の記載があることが判明したとき。 

(3) 正当な理由がなくて、登録有効期間満了の際、登録の更新の申請がなかったとき。

又は変更届出書の提出を怠ったとき。 

(4) 登録の要件を欠くに至ったとき。 

(5) 業務廃止届出があったとき。 

(6) ＲＣＣＭの信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為があったとき。 

(7) 登録規則第 11 条第３項の規定により、登録の更新を行った者が、更新講習修了証の

写しを提出しなかったとき。 

 

（注）様式の中で、「様式第３号」から「様式第７号」までは、本「手引」より様式をコピ

－するか、ホームページよりダウンロードして使用して下さい。なお、「様式第１号」

と「様式第２号」は、カーボン使用の用紙のため、下記まで FAX にて様式の種類と

必要部数、送付先住所を記入のうえ請求願います（送料等の費用は不要です）。 
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Ⅴ．請求・申請及び問合せ先 

  本登録に関する請求・申請・問合せ等については、下記までお願い致します。 

〒102-0075 東京都千代田区三番町１番地、ＫＹ三番町ビル・８Ｆ 

社団法人 建設コンサルタンツ協会・ＲＣＣＭ資格制度事務局 

 

電話 ： ０３－３２２１－８８５５ 

FAX ： ０３－３２２１－５０１８ 

            

（注）成年後見登記制度の概要（戸籍の記載から登記へ） 

 

従来は，禁治産・準禁治産宣告が確定した場合は，その事実が公告され，併せて本人の戸籍にその旨の

記載がされていましたが，今回の改正により，公告の制度は廃止され，戸籍への記載に代わる新たな公示

制度として成年後見登記制度が創設されました。この制度は，後見・保佐・補助の法定後見制度と任意後

見制度の利用者の事項，成年後見人の権限や任意後見契約の内容を登記し，その内容を本人や成年後

見人などの限られた方からの請求に基づいて，登記官が発行する「登記事項証明書」によって開示するも

のです。 
 

 

◎『成年後見登記制度における「身分証明書」との関係』について 

    平成１２年３月３１日以前は，禁治産者（成年被後見人とみなされる者）・準禁治産者 

（被保佐人とみなされる者）については，その内容は本人の戸籍への記載という方法で 

公示されておりましたが，平成１２年４月１日以降は，新しい成年後見制度の施行により，

その公示方法が戸籍への記載から後見等ファイルへの登記に変更されました。 

 そのため，平成１２年３月３１日以前に，いわゆる欠格条項に該当しないこと（禁治産者

（成年被後見人とみなされる者），準禁治産者（被保佐人とみなされる者）に該当していない）

の証明は，従前どおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によって行うことになり，

平成１２年４月１日以降は，その証明は成年被後見人・被保佐人等に該当していないことを

証明する「登記されていないことの証明書」によって行うことになります。 

 その結果，いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには，

「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。 

 なお、「破産者」でないことの証明につきましては，従前どおり身分証明書によってのみ 

証明されることになります。 

 

＊（上記は、東京法務局のホームページより引用） 
 

以 上

 
  

 



ｺｰﾄﾞ番号 登 録 部 門 登 録 申 請 が で き る 者 の 要 件

０１ 河 川 , 砂 防 及 び ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（河川，砂防及び海岸・海洋と

海 岸・海 洋 部 門 するものに限る。）に合格した者であること。

０２ 港湾及び空港部門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（港湾及び空港とするものに限

る。）に合格した者であること。

０３ 電 力 土 木 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（電力土木とするものに限る。）

に合格した者であること。

０４ 道 路 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（道路とするものに限る。）に

合格した者であること。

０５ 鉄 道 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（鉄道とするものに限る。）に

合格した者であること。

０６ 上 水 道 及 び ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（上水道及び工業用水道とする

工 業 用 水 道 部 門 ものに限る。）に合格した者であること。

０７ 下 水 道 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（下水道とするものに限る。）

に合格した者であること。

０８ 農 業 土 木 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（農業土木とするものに限る。）

に合格した者であること。

０９ 森 林 土 木 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（森林土木とするものに限る。）

に合格した者であること。

１０ 造 園 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（造園とするものに限る。）に

合格した者であること。

１１ 都 市 計 画 及 び ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（都市計画及び地方計画とする

地 方 計 画 部 門 ものに限る。）に合格した者であること。

１２ 地 質 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（地質とするものに限る。）に

合格した者であること。

１３ 土質及び基礎部門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（土質及び基礎とするものに限

る。）に合格した者であること。

１４ 鋼 構 造 及 び ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（鋼構造及びコンクリートとす

コンクリート部門 るものに限る。）に合格した者であること。

１５ ト ン ネ ル 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（トンネルとするものに限る。）

に合格した者であること。

１６ 施 工 計 画 ， 施 工 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（施工計画，施工設備及び積算

設備及び積算部門 とするものに限る。）に合格した者であること。

１７ 建 設 環 境 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（建設環境とするものに限る。）

に合格した者であること。

１８ 機 械 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（機械とするものに限る。）に

合格した者であること。

１９ 水 産 土 木 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（水産土木とするものに限る。）

に合格した者であること。

２０ 電 気 電 子 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（電気電子とするものに限る。）

に合格した者であること。

２１ 廃 棄 物 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（廃棄物とするものに限る。）

に合格したものであること。

２２ 建 設 情 報 部 門 ＲＣＣＭ資格試験のうち、専門とする部門（建設情報とするものに限る。）

に合格したものであること。

表－１　　　　　　　　　Ｒ Ｃ Ｃ Ｍ 登 録 技 術 部 門
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表－２ 都道府県コード 

ｺｰﾄﾞ 都道府県 ｺｰﾄﾞ 都道府県 ｺｰﾄﾞ 都道府県 ｺｰﾄﾞ 都道府県 ｺｰﾄﾞ 都道府県

０１ 北 海 道 １１ 埼 玉 県 ２１ 岐 阜 県 ３１ 鳥 取 県 ４１ 佐 賀 県

０２ 青 森 県 １２ 千 葉 県 ２２ 静 岡 県 ３２ 島 根 県 ４２ 長 崎 県

０３ 岩 手 県 １３ 東 京 都 ２３ 愛 知 県 ３３ 岡 山 県 ４３ 熊 本 県

０４ 宮 城 県 １４ 神奈川県 ２４ 三 重 県 ３４ 広 島 県 ４４ 大 分 県

０５ 秋 田 県 １５ 新 潟 県 ２５ 滋 賀 県 ３５ 山 口 県 ４５ 宮 崎 県

０６ 山 形 県 １６ 富 山 県 ２６ 京 都 府 ３６ 徳 島 県 ４６ 鹿児島県

０７ 福 島 県 １７ 石 川 県 ２７ 大 阪 府 ３７ 香 川 県 ４７ 沖 縄 県

０８ 茨 城 県 １８ 福 井 県 ２８ 兵 庫 県 ３８ 愛 媛 県   

０９ 栃 木 県 １９ 山 梨 県 ２９ 奈 良 県 ３９ 高 知 県   

１０ 群 馬 県 ２０ 長 野 県 ３０ 和歌山県 ４０ 福 岡 県 ５０ そ の 他

 

 

表－３ 勤務先所属コード  

ｺｰﾄ゙  勤   務   先 

 

ａ  国土交通省 

ｂ 国土交通省を除く他省庁 

ｃ 独立行政法人、公社公団、第３セクター、事業団、協同組合等 

ｄ 都道府県および政令指定都市 

ｅ 市区町村 

ｆ 教育機関（大学、高校等）  

ｇ 一般あるいは公益の社団・財団法人  

ｈ 建設会社等民間（建設コンサルタントを除く）  

ｉ 建設コンサルタント (法人の個人事務所を含む）  

ｊ 個人営業者 (法人ではない個人事務所または個人)  

ｋ 無職  

 

 

表－４ 業務コード 

 

ｺー ﾄ゙  業  務 

Ａ 
主として 
計画・調査・研究等の
業務に従事 

Ｂ 
主として 
設計・監理等の 
業務に従事 

 

 

 



 

(様式第１号)  

シビル コンサルティング マネージャ（ＲＣＣＭ）新規登録申請書 

社団法人 建設コンサルタンツ協会会長  殿 

私は、下記事項を承諾のうえ、 シビル コンサルティング マネージャの登録を申請します。 

記 

貴協会が、下記個人情報を本「申込」から「登録」までの手続きに利用することと、下記個人情報を基に「ＲＣＣＭ登録者 

名簿」を作成し、全「ＲＣＣＭ資格登録者」と国・都道府県・市町村・独立行政法人・公団・公益法人などの業務発注機関に 

送付する際は、これを承諾いたします。 

* 会社番号  *  交付日     年   月   日 申請年月日：    年  月  日

フ リ ガ ナ  性 別 生 年 月 日 

氏 名  
０ ： 男  １ ： 女      年   月   日 生

 ＊＊  現住所の都道府県コード   

現 住 所 

〒    －    （TEL）    －     － 

（ﾏﾝｼｮﾝ、ｱﾊﾟｰﾄ名等) 

 

本 籍 地 
  

 ** 都道府県コード   

資 格 試 験 合 格 年 月 日     年  月  日 合 格 番 号   －        

* 登 録 番 号 第   -   -      *登録有効期限     年   月   日 ** 登録部門コード   

ＣＰＤ登録団体名称  ＣＰＤ登録番号  ＣＰＤ取得単位数  

 

 

＊＊ 

 勤務する 

 会社等 

または 

個人事務所 

 

 

 

名 称 フ リ ガ ナ  

名 称  

支 社 ・ 事 業 所 等  

勤 務 先 住 所 

〒    － （TEL）    －     － 

 
 

（ビル名等） 

** 勤務先所属コード  ** 業務コード Ａ ・ Ｂ ** 都道府県コード   

そ 
 

の 
 

他

１．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を イ．該当する ロ．該当しない 

受ける事がなくなった日から２年を経過していない。 

２．ＲＣＣＭ登録規則第 14 条第１項の第１号と第２号の規定により イ．該当する ロ．該当しない 

ＲＣＣＭの登録が抹消され、その抹消から２年を経過していない。 

  注）１．* 印のある欄は記載しないこと。 

 ２．**印の欄は、「登録の手引」を参照し記入のこと。 

 

私は、上記の事項について虚偽の記載や事実の隠蔽がないこと、および「シビル コンサルｈチング マネージャ（ＲＣＣＭ） 

倫理規定」を遵守することを誓います。 

  年   月   日 氏  名 印 

上記の者は、当社の社員であることを証明します。 

   年   月   日 所 在 地 

 名  称 

 代表者名 印 

注）写真、郵便振替証明書は、２枚目に貼付のこと。



(様式第１号)  

シビル コンサルティング マネージャ（ＲＣＣＭ）新規登録申請書 

社団法人 建設コンサルタンツ協会会長  殿 

私は、下記事項を承諾のうえ、 シビル コンサルティング マネージャの登録を申請します。 

記 

貴協会が、下記個人情報を本「申込」から「登録」までの手続きに利用することと、下記個人情報を基に「ＲＣＣＭ登録者 

名簿」を作成し、全「ＲＣＣＭ資格登録者」と国・都道府県・市町村・独立行政法人・公団・公益法人などの業務発注機関に 

送付する際は、これを承諾いたします。 

* 会社番号  *  交付日     年   月   日 申請年月日：    年  月  日

フ リ ガ ナ  性 別 生 年 月 日 

氏 名  
０ ： 男  １ ： 女      年   月   日 生

 ＊＊  現住所の都道府県コード   

現 住 所 

〒    －    （TEL）    －     － 

（ﾏﾝｼｮﾝ、ｱﾊﾟｰﾄ名等) 

 

本 籍 地 
  

 ** 都道府県コード   

資 格 試 験 合 格 年 月 日     年  月  日 合 格 番 号   －        

* 登 録 番 号 第   -   -      *登録有効期限     年   月   日 ** 登録部門コード   

ＣＰＤ登録団体名称  ＣＰＤ登録番号  ＣＰＤ取得単位数  

 

＊＊ 

 勤務する 

 会社等 

 または 

 個人事務所 

 

 

名 称 フ リ ガ ナ  

名 称  

支 社 ・ 事 業 所 等  

勤 務 先 住 所 

〒    － （TEL）    －     － 

 
 

（ビル名等） 

** 勤務先所属コード  ** 業務コード Ａ ・ Ｂ ** 都道府県コード   

 

郵 便 振 替 払 込 受 付 証 明 書 貼 付 欄  写 真 貼 付 欄 

 

社団法人 建設コンサルタンツ協会指定 

の郵便振替払込用紙を使用すること。 

 

 

 

のりしろ のりしろ 

１ ２ 

    年  月  日撮影 

1. たて 3.0cm・よこ 2.5cm 
（脱帽・正面上半身のもの） 

2. 上部のりしろ欄に写真を貼付。 
3. 撮影後 6 ヶ月以内。 
4. 不鮮明なもの（ポラロイド、

スナップ写真）、サングラス着
用のもの等、受験者と確認し
にくいものは無効です。 

5. カラー・白黒どちらでも可。 
6. 写真の裏面に氏名を記入する

こと。



 (様式第２号)  

シビル コンサルティング マネージャ（ＲＣＣＭ）新規登録申請書 

社団法人 建設コンサルタンツ協会会長  殿 

私は、下記事項を承諾のうえ、 シビル コンサルティング マネージャの登録を申請します。 

記 

貴協会が、下記個人情報を本「申込」から「登録」までの手続きに利用することと、下記個人情報を基に「ＲＣＣＭ登録者 

名簿」を作成し、全「ＲＣＣＭ資格登録者」と国・都道府県・市町村・独立行政法人・公団・公益法人などの業務発注機関に 

送付する際は、これを承諾いたします。 

* 会社番号  *  交付日     年   月   日 申請年月日：    年  月  日

フ リ ガ ナ  性 別 生 年 月 日 

氏 名  
０ ： 男  １ ： 女      年   月   日 生

 ＊＊  現住所の都道府県コード   

現 住 所 

〒    －    （TEL）    －     － 

（ﾏﾝｼｮﾝ、ｱﾊﾟｰﾄ名等) 

 

本 籍 地 
  

 ** 都道府県コード   

資 格 試 験 合 格 年 月 日     年  月  日 合 格 番 号   －        

* 更 新 登 録 

  番 号 
第   -   -      *更新登録有効期限     年   月   日 ** 登録部門コード   

ＣＰＤ登録団体名称  ＣＰＤ登録番号  ＣＰＤ取得単位数  

 

 

＊＊ 

 勤務する 

 会社等 

または 

個人事務所 

 

 

 

名 称 フ リ ガ ナ  

名 称  

支 社 ・ 事 業 所 等  

勤 務 先 住 所 

〒    － （TEL）    －     － 

 
 

（ビル名等） 

** 勤務先所属コード  ** 業務コード Ａ ・ Ｂ ** 都道府県コード   

そ 
 

の 
 

他

１．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を イ．該当する ロ．該当しない 

受ける事がなくなった日から２年を経過していない。 

２．ＲＣＣＭ登録規則第 14 条第１項の第１号と第２号の規定により イ．該当する ロ．該当しない 

ＲＣＣＭの登録が抹消され、その抹消から２年を経過していない。 

  注）１．* 印のある欄は記載しないこと。 

 ２．**印の欄は、「登録の手引」を参照し記入のこと。 

 

私は、上記の事項について虚偽の記載や事実の隠蔽がないこと、および「ＲＣＣＭ倫理規定」を遵守することを誓います。 

   年   月   日 氏  名 印 

上記の者は、当社の社員であることを証明します。 

   年   月   日 所 在 地 

 名  称 

 代表者名 印 

注）写真、郵便振替証明書は、２枚目に貼付のこと。



(様式第２号)  

シビル コンサルティング マネージャ（ＲＣＣＭ）登録更新申請書 

社団法人 建設コンサルタンツ協会会長  殿 

私は、下記事項を承諾のうえ、 シビル コンサルティング マネージャの登録を申請します。 

記 

貴協会が、下記個人情報を本「申込」から「登録」までの手続きに利用することと、下記個人情報を基に「ＲＣＣＭ登録者 

名簿」を作成し、全「ＲＣＣＭ資格登録者」と国・都道府県・市町村・独立行政法人・公団・公益法人などの業務発注機関に 

送付する際は、これを承諾いたします。 

* 会社番号  *  交付日     年   月   日 申請年月日：    年  月  日

フ リ ガ ナ  性 別 生 年 月 日 

氏 名  
０ ： 男  １ ： 女      年   月   日 生

 ＊＊  現住所の都道府県コード   

現 住 所 

〒    －    （TEL）    －     － 

（ﾏﾝｼｮﾝ、ｱﾊﾟｰﾄ名等) 

 

本 籍 地 
  

 ** 都道府県コード   

資 格 試 験 合 格 年 月 日     年  月  日 合 格 番 号   －        

* 更 新 登 録 

  番 号 
第   -   -      *更新登録有効期限     年   月   日 ** 登録部門コード   

ＣＰＤ登録団体名称  ＣＰＤ登録番号  ＣＰＤ取得単位数  

 

＊＊ 

 勤務する 

 会社等 

 または 

 個人事務所 

 

 

名 称 フ リ ガ ナ  

名 称  

支 社 ・ 事 業 所 等  

勤 務 先 住 所 

〒    － （TEL）    －     － 

 
 

（ビル名等） 

** 勤務先所属コード  ** 業務コード Ａ ・ Ｂ ** 都道府県コード   

 

郵 便 振 替 払 込 受 付 証 明 書 貼 付 欄  写 真 貼 付 欄 

 

社団法人 建設コンサルタンツ協会指定 

の郵便振替払込用紙を使用すること。 

 

 

 

のりしろ のりしろ 

１ ２ 

    年  月  日撮影 

1. たて 3.0cm・よこ 2.5cm 
（脱帽・正面上半身のもの） 

2. 上部のりしろ欄に写真を貼付。 
3. 撮影後 6 ヶ月以内。 
4. 不鮮明なもの（ポラロイド、

スナップ写真）、サングラス着
用のもの等、受験者と確認し
にくいものは無効です。 

5. カラー・白黒どちらでも可。 
6. 写真の裏面に氏名を記入する

こと。



（様式第３号） 
 
 
 
 

 証  明  願  
 
 
 
 
                殿 
 
 

氏 名             印  

 
 
 
シビル コンサルティング マネージャ（ＲＣＣＭ）の登録のため、(社)建設コンサ

ルタンツ協会会長に提出いたしますので、下記について証明下さるようお願い申し上

げます。 

 
次の者は、一．禁治産又は準禁治産宣告の通知を受けていない。 

 

一．後見の登記の通知を受けていない。 

 

一．破産宣告の通知を受けていない。 

 

１．氏  名 

２．生年月日 

３．本 籍 地 

   
 
上記のとおり証明する。 

 
 

   年   月   日 
 

（市区町村長）               印 

 

※ 本「証明書」を発行する市区町村の様式でかまいませんが、同市区町村で該当する 
様式がない場合には、本「様式」を使用して下さい。 

   



第   －   －         

（様式第４号） 

 
 
 

合格証・登録証・携帯登録証 再交付申請書 
 
 
 

  年  月  日 
 

〒 

住 所                     

TEL（   ）   －      

申請者                   印 

 
 
社団法人 建設コンサルタンツ協会会長  殿 

 

下記の理由により、シビル コンサルティング マネージャ（ＲＣＣＭ）登

録規則第８条第２項の規定に基づき、ＲＣＣＭ登録証・携帯登録証の再交付

を申請致します。 

記 
 
 

１．再 交 付 申 請 理 由             

 
２．再交付申請証（○でかこむ）  合 格 証 ・ 登 録 証 ・ 携 帯 登 録 証 

 
３．汚損又は紛失した年月日               年   月   日 

 
４．登 録 番 号             

 
５．登 録 技 術 部 門             

 
６．有 効 期 限               年   月   日 

 
７．勤 務 す る 会 社 等  

 
８．生 年 月 日                年   月   日 

 
９．資 格 取 得 日               年   月   日 

  注）上記の「シビル コンサルティング マネージャ（ＲＣＣＭ）登録規則」に 
   係らず、「合格証」再交付申請の「申請書」と兼用になっております。 
      年月日の記入欄は、西暦年で記入して下さい。 

 



（様式第５号） 

 

 

届 出 事 項 変 更 届 

 
   

  年   月   日

    〒  

住  所   

  TEL（   ）   － 

氏  名                印 
   

登録番号 第 -  -    

 

 

 

 

変   更   事   項 変更日 添付書類等 

ふりがな  

 

住民票、登録証、

携帯登録証、写

真 1 枚（縦 3 ㌢

×横 2.5 ㌢） 

氏  名  

現 住 所 
〒          TEL（   ）    － コード 

 
住民票（本人と

本籍地記載も

の）または、登

録原票記載事項

証明書 

  

本 籍 地  
コード 

 
  

勤務する

会 社 等 

名 称 

変更前 変更後 

 

 

 

現在の登録証と

携帯用登録証、

写真 1 枚（縦 3

㌢×横 2.5 ㌢）

 

 

  

理 由 
 

 

勤務先所属コード  業務コード    

勤務先所在地 

〒 TEL（   ）   － 

  
  

コード 

  

       

 
（注）① 太枠内の該当する変更事項の箇所のみ記入のこと。 

    ② 外国籍者で「現住所」「本籍地」に変更が生じた場合には、登録原票記載事項証明書を添付して

下さい。 

③ 関係するコード番号は「登録の手引き」の表－２，３，４を参照して下さい。 

④ 年月日の記入欄は、西暦年で記入して下さい。 

⑤ 変更する部門が複数ある場合は、登録番号枠内に複数部門の登録番号を記入して下さい。 

 

社団法人 建設コンサルタンツ協会会長 殿 
 

 

RCCM の登録事項に下記のとおり変更 

が生じたので、シビル コンサルティング 

マネージャ（ＲＣＣＭ）登録規則第 12 条 

の規定により届け出ます。 



第   －   －        

（様式第６号） 

 
 
 

業 務 廃 止 届 出 書  
 
 

  年  月  日 
 

〒 

届出者  住 所                     

TEL（   ）   －      

氏 名                   印 

 
 
社団法人 建設コンサルタンツ協会会長  殿 

 

シビル コンサルティング マネージャ（ＲＣＣＭ）登録規則第 13 条の規定

により、登録証・携帯登録証を添えて、下記のとおり届けます。 

 

記 
 

 
１．登録を受けていた者の   

 
氏 名 及 び 生 年 月 日                年   月   日 生 

 

２．登録番号及び登録月日 
 

 
   年   月   日 

 
３．登録技術部門の名称            

 
４．登 録 有 効 期 間              年   月   日 

 
５．登録している会社等  

 

６．業 務 廃 止 等 の 理 由             

 
７．業 務 廃 止 年 月 日              年   月   日 

 注）年月日の記入項目欄は、西暦年にて記入して下さい。 

 



（様式第７号） 
 
 
 

シビル コンサルティング マネージャ（ＲＣＣＭ）登録等証明願 
 
 
 
 
 
 

     年   月   日 
 
社団法人 建設コンサルタンツ協会会長 殿 

 

 

住所：〒                    

                     

電話：     （   ）        

 

氏名：                   印 

 

 

シビル コンサルティング マネージャ（ＲＣＣＭ）資格制度施行規定第８条の規定による登録

を受けていること等の証明が必要なので、下記についての証明書の発行をお願いいたします。 

 

記 

 
目  的：                                       

氏  名：                   

生年月日：         年   月   日  

本 籍 地：                                       

勤務する会社等の名称：                                 

勤務する会社等の所在地：                                

登 録 年 月 日：      年   月   日  

登 録 番 号： 第            号 

試験に合格し、登録している技術部門の名称：                    部門 

 

 

注）年月日の記入欄は、西暦年にて記入して下さい。 
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初 期 登 録 と 更 新 登 録            

 

初 期 登 録 の        

時     期 

初期登録に必要な          

提 出 書 類 

更新登録に必要な          

提 出 書 類 
登 録 の 有 効 期 間 

Ｃａｓｅ－１ 

 

合格後１年以内

に登録 

（平成２２年） 

・登録申請書（様式１号） 

・身分証明書 

・登記されていない事の証明書 

・住民票又は外国人登録証明書 

・その他の必要書類 

・登録申請書（様式２号） 

・身分証明書 

・登記されていない事の証明書 

・住民票又は外国人登録証明書 

・更新講習修了証書（写） 

・その他の必要書類 

・４年間 

（例）平成２３年に更新または初期登録した場合の有効期間：

平成２３年 ＋ ４年間 ＝ 平成２７年 ＝ ４年間 

平成２６年が登録更新講習会の受講該当年 

Ｃａｓｅ－２ 

 

合格後１年以上  

４年以内に登録 
Ｃａｓｅ－１に同じ Ｃａｓｅ－１に同じ 

・２年間 ： 合格年から初期登録年までの経年数 

（例）平成２５年に初期登録した場合の有効期間： 

          ４－（２５－２３）＝ ２年間 

平成２６年が登録更新講習会の受講該当年 

Ｃａｓｅ－３ 

 

合格後５年目以降の

登録 

・登録申請書（様式１号） 

・身分証明書         

・登記されていないことの証明書

・住民票又は外国人登録証明書 

・更新講習修了証書（写）   

・その他の必要書類 

Ｃａｓｅ－１ 及び、 

ＣＰＤ取得単位数の証明書 

 

・４頁の「 ４．登録の有効期間・（２）」を参照 

（例）平成２９年に初期登録した場合の有効期間： 

８－（２９－２３）＝ ２年間 

平成３０年が登録更新講習会の受講該当年 

＊ 平成２９年に初めて登録するためには、 

「平成２８年の更新講習会」を受講する 

必要がある。 

 （注）平成２３年を合格年とした。 登録の有効期間は合格年を基に起算した、４年間毎の単位である。 



和　　年 西暦年 年令 和　　年 西暦年 年令

昭和１年12月25日から 1926年 85 昭和45年 1970年 41

昭和２年 1927年 84 昭和46年 1971年 40

昭和３年 1928年 83 昭和47年 1972年 39

昭和４年 1929年 82 昭和48年 1973年 38

昭和５年 1930年 81 昭和49年 1974年 37

昭和６年 1931年 80 昭和50年 1975年 36

昭和７年 1932年 79 昭和51年 1976年 35

昭和８年 1933年 78 昭和52年 1977年 34

昭和９年 1934年 77 昭和53年 1978年 33

昭和10年 1935年 76 昭和54年 1979年 32

昭和11年 1936年 75 昭和55年 1980年 31

昭和12年 1937年 74 昭和56年 1981年 30

昭和13年 1938年 73 昭和57年 1982年 29

昭和14年 1939年 72 昭和58年 1983年 28

昭和15年 1940年 71 昭和59年 1984年 27

昭和16年 1941年 70 昭和60年 1985年 26

昭和17年 1942年 69 昭和61年 1986年 25

昭和18年 1943年 68 昭和62年 1987年 24

昭和19年 1944年 67 昭和63年 1988年 23

昭和20年 1945年 66 昭和64年１月７日まで 1989年 22

昭和21年 1946年 65 平成１年１月８日から 1989年 22

昭和22年 1947年 64 平成２年 1990年 21

昭和23年 1948年 63 平成３年 1991年 20

昭和24年 1949年 62 平成４年 1992年 19

昭和25年 1950年 61 平成５年 1993年 18

昭和26年 1951年 60 平成６年 1994年 17

昭和27年 1952年 59 平成７年 1995年 16

昭和28年 1953年 58 平成８年 1996年 15

昭和29年 1954年 57 平成９年 1997年 14

昭和30年 1955年 56 平成10年 1998年 13

昭和31年 1956年 55 平成11年 1999年 12

昭和32年 1957年 54 平成12年 2000年 11

昭和33年 1958年 53 平成13年 2001年 10

昭和34年 1959年 52 平成14年 2002年 9

昭和35年 1960年 51 平成15年 2003年 8

昭和36年 1961年 50 平成16年 2004年 7

昭和37年 1962年 49 平成17年 2005年 6

昭和38年 1963年 48 平成18年 2006年 5

昭和39年 1964年 47 平成19年 2007年 4

昭和40年 1965年 46 平成20年 2008年 3

昭和41年 1966年 45 平成21年 2009年 2

昭和42年 1967年 44 平成22年 2010年 1

昭和43年 1968年 43 平成23年 2011年 0

昭和44年 1969年 42

表－５　年 換 算 表

注）　誕生日前は、上記年齢より1歳を引いて下さい。
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